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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン

第１ 趣旨

建設産業においては、 健康保険、 厚生年金保険及び雇用保険（ 以下「 社会保険」 とい

う。） について、 法定福利費を適正に負担しない企業（ すなわち保険未加入企業） が存在

し、 技能労働者の医療、 年金など、 いざというときの公的保障が確保されず、 若年入職者

減少の一因となっているほか、 関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほ

ど競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。

国土交通省においては、 これまで行政機関や元請・ 下請建設業者団体、 発注者団体等を

構成員とする「 建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会」（ 平成２４ 年５月設置・

令和３ 年１ ２ 月改組） 等において、 関係者が一体となって社会保険の加入対策を進めてき

たところである。 具体的には、 平成２４ 年度から、 建設業許可・ 更新時等における確認・

指導や未加入企業に対する経営事項審査における減点幅拡大、 国土交通省直轄工事におけ

る下請企業も含めた未加入企業の排除、 法定福利費を内訳明示した見積書・ 請負代金内訳

書の活用等の取組を進めてきたところである。 また、 平成２ ９ 年度以降については、 元請

企業に対し、 社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請する

とともに、 適切な保険に加入していることを確認できない作業員について、 特段の理由が

ない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、 対策の履行強化を図ってきたところで

ある。

この結果、 企業別、 労働者別の社会保険の加入率については他産業と遜色がない水準ま

で上昇しているほか、 法定福利費の受取状況についても改善傾向が認められるなど、 一定

の効果を上げている。

さらに、 令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行わ

れ、 令和２ 年１０ 月から、 建設業者の社会保険の加入が建設業許可・ 更新の要件とされる

など、 企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられたところである。

また、 同改正により、 施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要とな

り、 実質的に作業員名簿の作成が義務化されたことから、 技能者単位における社会保険の

加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められる。 これについて、 建設キャリ

アアップシステムの活用を図るなど、 技能者の現場単位での社会保険の加入徹底に向けた

取組を推進することとする。 建設キャリアアップシステムの活用を図るには、 技能者の能

力と就業履歴が蓄積できるキャリアアップカードの登録を推奨することや、 建設現場にカ

ードリーダーを積極的に設置することなどの取組が期待される。 なお、 カードリーダーの

設置については、 顔認証など別の就業履歴蓄積の手段が確保されている場合はこの限りで

ない。

一方で、 社会保険加入対策や労働関係法令規制の強化に伴い、 法定福利費等の労働関係

諸経費の削減を意図して、 技能者の個人事業主化（ いわゆる一人親方化（ 従業員を雇って

いない個人事業主。 以下、 同じ。）） が進んでいるとの実態をうけ、 令和２ 年度に建設業の

一人親方問題に関する検討会中間取りまとめを公表し、 建設業界として取り組むべき道筋
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を打ち出したところである。 この中で、 建設業界として目指す一人親方の基本的な姿と

は、 請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事す

る個人事業主であるとした。 その技能とは、 相当程度の年数を上回る実務経験を有し、 多

種の立場を経験していることや、 専門工事の技術のほか安全衛生等の様々 な知識を習得

し、 職長クラス（ 建設キャリアアップシステムレベル３ 相当） の能力があること等が望ま

れ、 また、 責任とは、 建設業法や社会保険関係法令、 事業所得の納税等の各種法令を遵守

すること、 適正な工期及び請負金額での契約を締結していることや、 請け負った工事の完

遂がされること、 他社からの信頼や経営力があること等が望まれる。

また、 令和６ 年４ 月１ 日以降、 建設業においては労働基準法の時間外労働の上限に関す

る規制が適用されることからも、 請負人として扱うべき者であるかについてより適切な判

断が必要となっている。

上記取組の方向性を踏まえ、 本ガイドラインは、 建設業における社会保険の加入につい

て、 元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にしたものであり、 建設

企業の取組の指針となるべきものである。

第２ 元請企業の役割と責任

（ １） 総論

元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持ってい

る。 この責任・ 権限に基づき元請企業が発注者との間で行う請負価格、 工期の決定などは、

下請企業の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであることから、下請企業の企業体

質の改善について、 元請企業も相応の役割を分担することが求められる。

このような観点から、元請企業はその請け負った建設工事におけるすべての下請企業に対

して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・ 労働条件の改善、福祉の充実等に

ついて指導・ 助言その他の援助を行うことが期待される。

とりわけ社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、社会保険加入

を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むこ

とが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要があ

る。

建設労働者の雇用の改善等に関する法律（ 昭和５ １ 年法律第３３ 号） においても、元方事

業主は関係請負人に対して雇用保険その他建設労働者の福利厚生に関する事項等の適正な

管理に関して助言、指導その他の援助を行うように努めることとされている（ 第８条第２ 項）。

本ガイドラインによる下請指導の対象となる下請企業は、元請企業と直接の契約関係にあ

る者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業であるが、元

請企業がそのすべてに対して自ら直接指導を行うことが求められるものではなく 、直接の契

約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可

能である。もっとも、直接の契約関係にある下請企業に実施させたところ指導を怠った場合

や、直接の契約関係にある下請企業がその規模等にかんがみて明らかに実施困難であると認

められる場合には、 元請企業が直接指導を行うことが必要である。
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元請企業においては、支店や営業所を含めて、その役職員に対する本ガイドラインの周知

徹底に努めるものとする。

（ ２） 協力会社組織を通じた指導等

元請企業による下請指導は、特定の建設工事の期間中、すなわち、元請・ 下請関係が継続

している間実施する必要があるが、元請企業の協力会社や災害防止協会等の協力会社組織に

所属する建設企業（ 以下「 協力会社」 という。） に対しては、 長期的な観点から指導を行う

ことが望まれる。また、保険未加入対策を効果的なものとするためには、元請企業において

保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を認めな

いことを具体的に予定しつつ、 協力会社の指導に取り組んでいく ことが求められる。

このため、元請企業としては、様々 な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を

高めることが重要であり、 具体的には次の取組を行うべきである。

ア 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。

イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。

ウ 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指

導すること。実態が雇用労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である一人

親方として作業員名簿に記載するケースや、個々 の工事で４人以下の適用除外者を記載

した作業員名簿を提出する個人事業主が実際には５ 人以上の常用労働者を雇用すると

判明するケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした

上で適正に加入していないと判明した場合には、 同様に指導を行うこと。

エ 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多く みられる現状にかんがみ、協

力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。

（ ３） 下請企業選定時の確認・ 指導等

 元請企業は、 下請企業の選定に当たっては、 法令上の義務があるにもかかわらず適切に

社会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者であ

るということ（ 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針参照） を

踏まえる必要がある。

下請契約に先立って、 選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認

し、 適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、 早期に加入手続を進めるよう

指導を行うこと。 選定する建設企業の社会保険を確認する場合は、 登録時に社会保険の加

入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシ

ステムを活用して確認を行うこと。 そのため、 建設キャリアアップシステムに登録してい

る建設企業を選定することを推奨する。 なお、 その際には、 建設キャリアアップシステム

の登録内容について常に最新の状態にするよう下請企業に促すこと。 建設キャリアアップ

システムを使用せず、 社会保険の加入確認を行う場合、 元請企業は選定の候補となる建設

企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるほか、 雇用保険について

は、 厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト （ http://chosyu-
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web.mhlw.go.jp/LIC_D）、 厚生年金については、 日本年金機構の厚生年金・ 健康保険適用

事業所検索システム（ https://www.nenkin.go.jp/do/search_sect ion/） において適用状況を

確認するなど、 真正性の確保に向けた措置を講ずること。

ついては、 下請企業には、 適切な保険に加入している建設企業選定すべきであり、 健康

保険、 厚生年金保険、 雇用保険の全部又は一部について、 適用除外でないにもかかわらず

未加入である建設企業は、 下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである。

（ ４） 再下請負通知書を活用した確認・ 指導等

施工体制台帳の作成及び備付け又は写しの提出が義務付けられる建設工事において、再下

請負がなされる場合には、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人に対して下請負人

から再下請負通知書が提出される。建設業法施行規則（ 昭和２４ 年建設省令第１ ４ 号。以下

「 規則」 という。） 第１ ４ 条の４の規定により、 再下請負通知書に健康保険、 厚生年金保険

及び雇用保険の加入状況に関する事項を記載することとされていることから、発注者から直

接建設工事を請け負った元請負人においては、再下請負通知書を活用して下請負人の社会保

険の加入状況を確認することが可能である。（ 別紙１）

このため、建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の「 健康保険等の加入状況」 欄によ

り下請企業が社会保険に加入していることを確認すること。この確認の結果、適用除外でな

いにもかかわらず未加入である下請企業があり、（ ３ ） の指導が行われていない場合には、

（ ３） と同様の指導を行うこと。

施工体制台帳については、 別紙２ の作成例を参考とし、 適正な施工体制を確保すること。

（ ５） 作業員名簿を活用した確認・ 指導

令和元年度の建設業法等の一部改正により、規則第１ ４ 条の２において、建設工事に従事

する者の健康保険法（ 大正１ １年法律第７０ 号） 又は国民健康保険法（ 昭和３ ３年法律第１

９ ２号）による医療保険、国民年金法（ 昭和３ ４年法律第１４ １号）又は厚生年金保険法（ 昭

和２９ 年法律第１ １５ 号） による年金及び雇用保険法（ 昭和４９ 年法律第１ １６ 号） による

雇用保険の加入等の状況（ 以下「 保険加入状況」 という。） を施工体制台帳に記載すること

とされている。

これについて、中央建設業審議会・ 社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委

員会中間とりまとめ（ 平成３ ０ 年６ 月２ ２ 日） において、「 作業員名簿（ 別紙３ ） の添付を

制度化する場合には、建設キャリアアップシステムを活用した書類作成の効率化など、建設

企業の負担軽減にもあわせて取り組むべき」 とされたことも踏まえ、企業にとって効率的に

加入確認が行えるよう、建設キャリアアップシステムの活用を図るなど、技能者の現場単位

での社会保険の加入徹底に向けた取組を推進することとする。

作業員名簿を確認することで、建設工事の施工現場で就労する建設労働者について、保険

加入状況を把握することが可能である。これを受け、元請企業は、新規入場者の受け入れに

際して、 各作業員（ 建設業に従事する者に限る。 以下同じ。） について作業員名簿の社会保

険欄を確認すること。 確認の結果、
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・  全部又は一部の保険について空欄となっている作業員

・  法人に所属する作業員で、 健康保険欄に「 国民健康保険」 と記載され、 又は（ 及び）

年金保険欄に「 国民年金」 と記載されている者

・  個人事業所で５人以上の作業員が記載された作業員名簿において、 健康保険欄に「 国

民健康保険」 と記載され、 又は（ 及び） 年金保険欄に「 国民年金」 と記載されている

作業員

がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させ

るよう指導すること。なお、法人や５ 人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属する

作業員であっても、臨時に使用され１ か月以内で日々 雇用される者等は、健康保険や厚生年

金保険の適用除外となる。また、法人や常時５ 人以上の常用労働者を雇用する個人事業所で

あっても、健康保険法第３ 条第１ 項８ 号に基づき健康保険の適用除外の承認を受け「 国民健

康保険組合」 に加入し、厚生年金の適用を受けている者は、適切な社会保険に加入している

者とする。

各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認

を行う など情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報

を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行

うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要である。ただし、建設キャリ

アアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、

健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料のコピーや雇用保険被保険者証のコピ

ー等（ 保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの） を提示させる（ 電子データ

による確認も含む） など、 真正性の確保に向けた措置を講ずること。

いずれにしても、元請企業においては現場管理の効率化、書類削減等の観点からも、保険

加入状況の確認には積極的に建設キャリアアップシステムの活用を図るべきである。

上記の方法により保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適切な保険に加入し

ていることを確認できないと判断されることから、元請企業は特段の理由がない限り現場入

場を認めないとの取扱いを徹底すべきである。

なお、 ここでいう「 特段の理由」 とは、

・ 例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有

しており、 その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合

・ 当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが

見込まれる場合

のような場合をいい、特段の理由により未加入の作業員の現場入場を認める場合について

は、災害時等の緊急対応時の工事であり円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を

除き、 上記のような場合に限定するべきである。

また、仮に特段の理由により現場入場を認めた場合であっても、元請企業は作業員名簿を

作成した下請企業に対し、当該作業員を適切な保険に加入させるよう引き続き指導するとと

もに、必要に応じて当該加入指導の記録を保存し、再三の指導に応じない場合には下請企業

に対し、 当該作業員について現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。
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作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律（ 平成１ ５ 年法律第

５ ７号） 第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、適切に取り扱うことが必要

である。

（ ６） 施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い

下請契約の総額が建設業法施行令（ 昭和３ １ 年政令第２ ７３ 号） で定める金額を下回るこ

とにより施工体制台帳の作成等が義務付けられていない民間工事の場合であっても、建設工

事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第１ ４条の２ から第１４ 条の７ までの

規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところである（「 施工体制台帳の作

成等について」（ 平成７ 年６ 月２０ 日建設省経建発第１ ４ ７号） 参照）。

建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況につ

いても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべきであ

る。

（ ７） 建設工事の施工現場等における周知啓発

下請企業や建設労働者に対し、 社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、 次の取組

を継続して行うべきである。

ア 建設工事の施工現場において社会保険の加入に関するポスターの掲示、パンフレット

等の資料及び情報の提供、 講習会の開催等の周知啓発を行うこと。

イ （ ２） に記載したとおり、 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を

行うこと。

（ ８） 法定福利費の適正な確保

社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建

設業法（ 昭和２４ 年法律第１０ ０号）第１９ 条の３に規定する「 通常必要と認められる原価」

に含まれるものである。

このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保す

る必要がある。

加えて、建設業法第２ ０条第１ 項において、建設業者は建設工事の請負契約を締結するに

際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳を明らか

にして建設工事の見積りを行うよう努めなければならないこととされている。このため、元

請負人は、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳

明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重し

て下請負契約を締結しなければならない。

具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的に負担しなければならな

い経費であり、上記「 通常必要と認められる原価」 に含まれるものであることを踏まえ、下

請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示できるよ

う、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書（ 特段の理由により、こ
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れを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書） を提出する

よう明示しなければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提

出された見積書を尊重し、各々 の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映

することも必要である。

下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請

負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金

額を構成する他の費用（ 材料費、労務費、その他経費など） で減額調整を行うなど、実質的

に法定福利費相当額を賄う ことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、 その結果

「 通常必要と認められる原価」 に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存

度等によっては、建設業法第１９ 条の３ の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ

るので、 これを厳に慎むこと。

（ ９） 一人親方の実態の適切性の確認

 建設工事の現場には、 従業員を雇っていない個人事業主として、 自身の経験や知識、 技

能を活用し建設工事を請け負い報酬を得るいわゆる「 一人親方」 という作業員がいる。 元

請企業は労災保険料の適切な算出や、 令和６ 年４ 月１日以降に適用される時間外労働規制

の導入への対応に向けて、 当該作業員が、 工事を請け負う個人事業主として現場に入場す

るのか、 実態が雇用契約を締結すべきと考えられる雇用労働者として現場に入場するのか

十分確認することが必要である。

具体的には、 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入し

ていない作業員がいる場合、 元請企業は下請企業に対し、 一人親方との関係を記載した再

下請負通知書及び請負契約書の提出を求め、 請負契約書の内容が適切かどうかを確認する

とともに、 一人親方本人に対し、 現場作業に従事する際の実態を確認すること。 確認には

別紙４ の働き方自己診断チェックリスト を参考にすること。 その結果、 個人事業主として

の一人親方と考えられる場合には、 元請企業は適切な施工体制台帳・ 施工体系図を作成す

ること。

一方、 社会保険加入対策や労働関係法令規制の強化に伴い、 法定福利費等の労働関係諸

経費の削減を意図しての一人親方化が進むことは、 技能者の処遇低下のみならず、 法定福

利費を適切に支払っていない企業ほど競争上優位となることにより、 公平・ 健全な競争環

境が阻害される。 そこで、 元請企業は、 明らかに実態が雇用労働者でもあるにもかかわら

ず一人親方として仕事をさせている企業は、 社会保険関係法令、 労働関係法令や税法等の

各種法令を遵守していないおそれがあることに留意すること。 実態が雇用労働者であるに

もかかわらず、 一人親方として仕事をさせていることが疑われる例としては次のような場

合が考えられる。

 ア 年齢が１０ 代の技能者で一人親方として扱われているもの

イ 経験年数が３ 年未満の技能者で一人親方として扱われているもの

ウ 働き方自己診断チェックリスト で確認した結果、 雇用労働者に当てはまる働き方を

しているもの
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上記ア及びイについては未熟な技能者の処遇改善や技能向上の観点からひとまずは雇用関

係へ誘導していく 方針とする。 ア～ウに該当する場合、 元請企業は当該建設企業に雇用契

約の締結、 働き方に合った社会保険の加入及び法定福利費の確保を促すこと。 その際に、

法定福利費等の追加見積り等がなされた場合、 元請企業と下請企業で十分に協議を行う必

要がある。 なお、 再三の指導に応じず、 改善が見られない場合は当該建設企業の現場入場

を認めない取扱いとすること。

元請企業が直接、 一人親方と請負契約を締結する場合、 建設業法を遵守し取引の適正化

に努めること。 そのため、 見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付すること

を徹底すること。 また、 当該請負契約は、 請負金額に雇い入れている同種の社員の賃金に

必要経費を加えた適切な報酬が支払われるよう努めるべきである。 なお、 一人親方との契

約の形式が請負契約であっても、 実態が元請企業の指揮監督下において労務を提供し、 労

務の提供として対価が支払われるものである場合、 当該契約は建設工事の完成を目的とし

た請負契約には当たらないため、 建設業法の適用を受けないことに留意すること。 一人親

方と契約を締結する前に、 働き方自己診断チェックリスト で働き方を確認し、 その結果、

労働者に当てはまる働き方になっていると認められる場合は雇用契約の締結・ 社会保険の

加入を行うこと。 その際には、 期間の定めのない雇用契約による正社員、 工期に合わせた

期間の定めのある雇用契約による契約社員とすることもあり得るものであり、 その実情に

応じて処遇が適切に図られるようにすること。

事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、 これまで雇用関係にあった労働者を対象に

個人事業主として請負契約を結ぶことは、 たとえ請負契約の形式であっても、 当該個人事

業主が実態に照らして労働者に該当する場合、 偽装請負として職業安定法（ 昭和２ ２ 年法

律第１ ４１ 号） 等の労働関係法令に抵触するおそれがあることから、 この観点からも働き

方自己診断チェックリスト を活用して実態の確認を行うこと。

他方、 雇用契約を締結していないにもかかわらず、 自社の労働者である社員とすること

も適正とは言えない。 具体的には次のような例が考えられる。

ア 請負契約を締結し、 社会保険にも加入していないが、 例えば会社のヘルメット やユ

ニホーム、 名刺等を支給され、 表向きは社員と呼ばれているもの

イ 雇用契約を締結しておらず、 社会保険も加入していないが、 作業員名簿上は社員

（ 雇用） とされているもの

上記ア及びイのような場合については、 働き方の実態を働き方自己診断チェックリスト で

確認した上で、 実態に合った取扱いとすべきである。 具体的には、 実態が労働者に当ては

まるような働き方になっているのであれば、 適切に雇用契約を締結し、 労働関係法令、 社

会保険関係法令等の各種法令を遵守すること。

請負関係にある一人親方は、 厚生年金と比べて国民年金の受給額が少なく なる可能性が

高いほか、 病気や仕事が無く なったとき、 失業給付や雇用調整助成金等の対象から外れ、

生活資金に影響があるなど生活保障の観点に加え、 法定福利費を適正負担する企業間によ

る公平・ 健全な競争環境の整備という観点からも、 実態が雇用労働者であれば早期に雇用

契約を締結し、 適切な社会保険に加入させること。



9 

なお、 令和８ 年度以降、 働き方自己診断チェックリスト の活用による事務負担の軽減、

技能者の処遇改善及び技能向上の観点から、 経験年数が一定未満（ あるいは建設キャリア

アップシステムのレベルが一定未満） の技能者が一人親方として扱われている場合など、

「 適正でない一人親方」 の目安を策定することを目指す。 そのため、 働き方自己診断チェ

ックリスト の活用のあり方等について、 本ガイドラインの運用状況等を踏まえつつ更なる

検討を行い、 令和５年度末に一定の道筋を示す。

第３ 下請企業の役割と責任

（ １） 総論

社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用

主である。 そのため、 社会保険加入を徹底するためには、 建設労働者を雇用する者、 特に

下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。

（ ２） 雇用する労働者の適切な社会保険への加入と一人親方への対応

下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。 労働者である社

員と請負関係にある一人親方の二者を明確に区別した上で、 労働者である社員については

社会保険加入手続を適切に行うことが必要である。

また、 施工体制台帳、 再下請負通知書及び作業員名簿については、 一人親方との関係を

正しく 認識した上で記載する必要があるため、「 第２元請企業の役割と責任（ ９ ） 一人親方

の実態の適切性の確認」 に則り、 適切な対応を図ること。 また、 働き方自己診断チェック

リスト の活用を機に、 従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。

（ ３） 元請企業が行う指導等への協力

元請企業が行う指導に協力すること。 この協力は、 元請企業が行う指導の相手方として

指導に沿った対応をとることにとどまらず、 元請企業の指導が建設工事の施工に携わるす

べての下請企業に行き渡るよう、 元請企業による指導の足りないところを指摘、 補完し、

もしく はこれを分担することや、 再下請企業が雇用する各作業員の保険加入状況を確認

し、 自社の雇用者も含めてその真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めること、 それ

らの状況について元請企業に情報提供することなども含まれる。

また、 元請企業が、 適切な保険に加入していることを確認できない作業員について現場

入場を認めない取扱いをする場合には、 下請企業においてもこの措置に協力し、 適切な保

険に加入していることを確認できない作業員を現場に入場させないようにすること。

規則第１４ 条の４ の規定の再下請通知書については、 別紙１ の作成例を参考とし、 適正

な施工体制を確保すること。

なお、 作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律第２条第１

項に規定する個人情報に該当することから、 適切に取り扱うことが必要である。 特に、 作

業員名簿の元請企業への提出に当たっては、 利用目的（ 保険加入状況を元請企業に確認さ

せること） を示した上で、 あらかじめ作業員の同意を得ることが必要となることに留意す
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ること。

（ ４） 雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保

建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、 建設労働者を直接雇用する下請企

業が法定福利費を適切に確保する必要がある。 また、 建設業者は、 建設業法第２０ 条第１

項において、 建設工事の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならな

いこととされている。 このため、 下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積り、 標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した見積書を注文者

に提出し、 雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保する

こと。

（ ５） 再下請負に係る適正な法定福利費の確保

下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、 当

該下請企業（ 以下この節では「 元請負人」 という。） は、 第２ （ ８ ） と同様に、 再下請負人

の法定福利費を適正に確保する必要があり、 標準見積書の活用等による法定福利費相当額

を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけるとともに、 提出された見積

書を尊重して再下請負契約を締結しなければならない。

具体的には、 元請負人は、 社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければなら

ない経費であり、 建設業法第１９ 条の３ に規定する「 通常必要と認められる原価」 に含ま

れるものであることを踏まえ、 再下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積るとともに提出する見積書に明示できるよう、 見積条件の提示の際、 適正な法定

福利費を内訳明示した見積書（ 特段の理由により、 これを作成することが困難な場合にあ

っては、 適正な法定福利費を含んだ見積書） を提出するよう明示しなければならない。 そ

の際、 社会保険の加入に必要な法定福利費については、 提出された見積書を尊重し、 各々

の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映することも必要である。

再下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、

元請負人がこれを尊重せず、 法定福利費相当額を一方的に削減したり、 労務費そのものや

請負金額を構成する他の費用（ 材料費、 労務費、 その他経費など） で減額調整を行うな

ど、 実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結

し、 その結果「 通常必要と認められる原価」 に満たない金額となる場合には、 当該元請下

請間の取引依存度等によっては、 建設業法第１９ 条の３ の不当に低い請負代金の禁止に違

反するおそれがあるので、 これを厳に慎むこと。

第４ 一人親方について

（ １） 働き方自己診断チェックリスト の活用

 建設企業との契約の形式が請負契約であっても、 実態が当該建設企業の指揮監督下にお

いて労務を提供し、 労務の提供として対価が支払われるものである場合、 当該契約は建設

工事の完成を目的とした請負契約に当たらないため、 建設業法の適用を受けないことに留

意すること。 働き方自己診断チェックリスト で働き方を確認し、 その結果に応じて、 雇用
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契約の締結・ 社会保険の加入を行うよう当該建設企業に求めること。 なお、 当該建設企業

が雇用契約の締結や社会保険の加入等に必要な手続に応じない場合、 関係行政機関等に相

談すること。

（ ２） 事業者としての立場の場合

 一人親方が建設企業と請負契約を締結する際に、 当該請負契約が建設工事の完成を目的

とした内容である場合、 事業者として当該工事に責任を持って施工する必要があるため、

建設業法等を遵守し、 取引の適正化、 工事費には必要経費を適切に反映した請負代金の確

保に努めること。 その際は、 見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付するこ

とを徹底しなければならない。 なお、 現場作業の進め方等は一人親方に裁量があるが、 元

方事業者には関係請負人に対して労働安全衛生法（ 昭和４７ 年法律第５ ７ 号） 等に違反し

ないよう必要な指導を行う義務が課されているため、 当該指導には従う必要があることに

留意すること。

第５ 本ガイドラインは、 平成２ ４ 年１ １月１日から施行する。（ 平成２ ７年４ 月１ 日、 平

成２８ 年７ 月２８ 日、 令和２ 年１ ０ 月１ 日、 令和４ 年４ 月１ 日一部改訂）

このガイドラインは、 今後、 建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策

の取組状況及び成果、 本ガイドラインに基づく 取組状況等を踏まえて必要があると認める

ときは、 速やかにガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずるものとする。
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別紙１  再下請負通知書の作成例

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「 加入」、行っていない場合（ 適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む） は「 未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「 適用除外」

を○で囲む。 

２． 請負契約に係る営業所の名称を記載。 

３．事業所整理記号及び事業所番号（ 健康保険組合にあっては組合名） を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載。 

４． 事業所整理記号及び事業所番号を記載。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、 本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

５． 労働保険番号を記載。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 本店の労働保険番号を記載。  

※２～５については、 直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を

追加。 
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１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「 加入」、行っていない場合（ 適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む） は「 未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「 適用除外」

を○で囲む。 

２． 請負契約に係る営業所の名称を記載。 

３．事業所整理記号及び事業所番号（ 健康保険組合にあっては組合名） を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載。 

４． 事業所整理記号及び事業所番号を記載。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、 本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

５． 労働保険番号を記載。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 本店の労働保険番号を記載。  
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別紙２  施工体制台帳の作成例

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「 加入」、行っていない場合（ 適用を受ける営業所が複数あり、

そのうち一部について行っていない場合を含む） は「 未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「 適用除外」
を○で囲む。 

２． 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 

３．事業所整理記号及び事業所番号（ 健康保険組合にあっては組合名） を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

４． 事業所整理記号及び事業所番号を記載。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、 本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

５． 労働保険番号を記載。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 本店の労働保険番号を記載。  

※２～５については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「 同上」 と記載。 
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１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「 加入」、行っていない場合（ 適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む） は「 未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「 適用除外」

を○で囲む。 

２． 請負契約に係る営業所の名称を記載。 

３．事業所整理記号及び事業所番号（ 健康保険組合にあっては組合名） を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理
記号及び事業所番号を記載。 

４． 事業所整理記号及び事業所番号を記載。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、 本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

５． 労働保険番号を記載。 継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 本店の労働保険番号を記載。  
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別紙３  作業員名簿の例

○社会保険関係について別葉とする例

提出日    年  月  日

作 業 員 名 簿

事業所の名称                  一次会社名             （  ） 次会社名            

所長名                      

番

号

ふりがな 社会保険

氏  名
健康保険１ 年金保険２ 雇用保険３

技能者ID 

○既存の様式に社会保険関係を組み込む例

元請確認欄

１ 上段に健康保険の名称（ 健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・ 番号は記
載しないこと） を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上

段に「 適用除外」 と記載。  
２ 上段に年金保険の名称を記載（ 厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと）。各年金の受給者である場合は、左

欄に「 受給者」 と記載。 

３ 下段に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には上段に「 日雇保険」 と記載。事業主である等により雇用保
険の適用除外である場合には上段に「 適用除外」 と記載。 

１ 左欄に健康保険の名称（ 健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・ 番号は記

載しないこと） を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上
段に「 適用除外」 と記載。  

２ 左欄に年金保険の名称（ 厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと） を記載。各年金の受給者である場合は、左

欄に「 受給者」 と記載。 
３ 右欄に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には左欄に「 日雇保険」 と記載。事業主である等により雇用保

険の適用除外である場合には左欄に「 適用除外」 と記載。 

（   年 月 日 作 成 ）

[退職金共済制度加入について 建退共・ 中退共・ その他・ 無] [退職金共済制度加入について 建退共・ 中退共・ その他・ 無] 


